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Ⅰ はじめに 

 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災

は、危険物施設や石油コンビナートにも多大な被

害をもたらしました。消防庁危険物保安室と特殊

災害室では、「東日本大震災を踏まえた危険物施設

等の地震・津波対策のあり方に係る検討会(座長:

亀井浅道元横浜国立大学特任教授)」を開催し、震

災の被害状況を調査・分析した結果、対策のあり

方についての提言がとりまとめられましたので、

ここに危険物施設及び石油コンビナート施設の地

震・津波対策について概要を報告します。 

 

Ⅱ 危険物施設における被害状況の概要 

 

危険物施設の被害状況を明らかにするために、

被害を受けたおそれのある危険物施設すべてを対

象とした調査票による調査を実施(16 道都県)し、

そのうち特に必要とするものについては実地調査

を行いました。調査票による調査の結果、調査対

象の 16 道都県内に所在する全危険物施設数

211,877 施設(平成 22 年 3 月 31 日現在)に対し、

何らかの被害を受けた危険物施設数は 3,341 施設

(全施設数の約 1.6%)にのぼりました。被害の主な

原因と内訳は図 1 のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 地震による危険物施設の被害と対策 

地震による危険物施設の被災状況を気象庁の震

度階別に整理したものを図 2 に示します。震度 6

弱以上の地震の揺れによる被災率の平均は 2.6%

で、5 強以下の地震の揺れによる被災率の平均

(0.2%)の 13 倍となっています。地震の揺れによ

って発生した破損被害は、建築物その他工作物が

最も多く(破損被害件数の 49%)、次いで配管(同

21%)の順となっています。また、屋外タンク貯蔵

所においては、長周期地震動による浮き屋根・浮 
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き蓋の破損等が見られました。これらの被害状況

を分析した結果、危険物施設の地震対策として次

の提言が取りまとめられました。 

(1) 配管や建築物などの耐震性能の再確認 

地震の揺れによる危険物施設の配管や建

築物等が破損する被害が発生していること

から、施設の基準適合の状況や維持管理の状

況を含め、事業者自らが配管等の耐震性能、

液状化の可能性等を再確認する必要があり

ます。 

(2) 屋外タンク貯蔵所の地盤の液状化に関する

注意点 

地盤の液状化によるものと考えられる屋外

貯蔵タンクの沈下事例が2件確認されました。

この事例は同一事業所の隣接するタンクで

発生したものです。被災事例を詳細に分析し

た結果、当該事業所付近を流れる河川の流路

が変遷し、タンク設置場所が過去において河

川流路付近であったことや、ボーリング調査

によって得られた N 値にばらつきがみられ

ることが分かりました。 

液状化による屋外タンク貯蔵所の被害は当

該事例に限られることから、局所的な特異事

例と整理され、類似事例の発生を防止するた

めに、関係者に情報提供するとともに注意喚

起を行う必要があります。 

 

 

(3)屋外貯蔵タンクの浮き屋根の耐震・浮力性能

の再確認 

長周期地震動の影響により、耐震基準への適

合が義務付けられている浮き屋根のうち被災

時に未適合であったもの、及び耐震基準への適

合が義務付けられていないシングルデッキの

浮き屋根において、浮き屋根の沈下及び傾斜の

被害事例がそれぞれ 1 件確認されています。浮

き屋根の沈下及び傾斜事例の詳細な分析の結

果、①浮き室の強度、②浮き室の浮力、③すみ

肉溶接のサイズがいずれも不足していること

が確認されました。 

こうした被災事例を踏まえ、特定屋外貯蔵タ

ンクのシングルデッキの浮き屋根については、

上記①から③の確認を実施するとともに、これ

らの確認の結果、所定の性能を満足しないもの

については、可能な限り速やかに改修を行うよ

うに計画を立てる必要があります。 

なお、耐震基準への適合が義務付けられてい

ないシングルデッキの浮き屋根については、上

記①から③のうち②について確認し、その確認

の結果、浮力性能を満足しないものについては

速やかに改修を行う必要があります。 

 

2 津波による危険物施設の被害と対策 

津波により発生した危険物施設の被害は、建築

物や設備等の流失及び損壊が主な内容であり、津

波により危険物施設全体に被害が及んでいること

が特徴となっています。また、津波を原因とする

危険物流出事例は 106 件確認されましたが、うち

92 件(87%)が屋外タンク貯蔵所であることも分か

りました。今回の津波は非常に大規模なものであ

り、危険物施設だけでなく、危険物施設が所在す

る地域全体に甚大な被害が発生しています。津波

に対するハード面の対策は、危険物施設のみなら

ず地域全体を視野に入れた総合的な対策も重要で

す。 
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これらの状況を踏まえ、危険物施設の津波対策

として次の提言が取りまとめられました。 

(1)緊急停止措置等の対応に係る予防規程等の明

記 

津波が発生するおそれのある状況において、

危険物施設で迅速かつ的確な対応を講ずるた

めには、人命を最優先としたうえで、施設ごと

に津波警報発令時や津波が発生するおそれの

ある状況等における緊急時の対応について検

証し、当該検証結果に応じて避難時の対応や

緊急停止措置等の対応を予防規程等に記載す

るよう、事業者に対し求める必要があります。

なお、事業者においては危険物施設における

危険物の貯蔵、取扱いの方法に応じた緊急時

の対応について検証するとともに、施設周辺

の津波発生の危険性等を把握し、停電状態も

念頭に置いた上で避難や施設の緊急停止の方

法等に係る検証を実施することが必要となり

ます。特に、津波発生時においては、緊急停止

等の対応が可能な時間が限られていることか

ら、短時間で効果的な対応が可能となるよう

従業員の役割を明確にした上で従業員に周知

し、訓練を行うことが重要です。 

(2)屋外タンク貯蔵所の津波対策 

津波による危険物流出事故の大半は屋外

タンク貯蔵所において発生していることか

ら、屋外タンク貯蔵所の津波被害に関して詳

細な調査・分析を行いました。津波を受けた

屋外タンクの被害形態は、①タンク本体及び

配管共に被害がないもの、②タンク本体は被

害がないものの配管に被害が発生したもの、

③タンク本体及び配管共に被害が発生した

ものの3ケースに分類されることが分かりま

した。これらの被害形態について、津波浸水

深(タンクにおいて津波の痕跡等が確認され

る位置からタンクの基礎上面までの深さ)に

応じて整理した結果を図 3 に示します。津波

浸水深が 3m 未満の場合はタンク本体及び配 

 

管共に被害がない事例がほとんどであるこ

と、津波浸水深が 3m 以上になるとほとんど

の配管で被害が発生すること、津波浸水深が

5～7m 以上になるとタンク本体にも被害が

見られること等が分かりました。 

また、津波によるタンク本体の移動事例に

ついて、既往の検討に基づく津波被害シミュ

レーションとの比較を行った結果、シミュレ

ーションはやや安全側に評価する傾向はあ

るものの、津波被害シミュレーションの有効

性が確認されました。 

また、津波による被害形態のうち、タンク

本体は被害がないものの配管に被害が発生

した事例については、配管に緊急遮断弁を設

置することにより、タンクに貯蔵された大量

の危険物の配管からの流出を防止する対策

として十分に機能すると考えられます。 

こうした屋外タンク貯蔵所の津波被害の

実態とシミュレーションの結果から、容量が

1,000 キロリットル以上のタンクに対して緊

急遮断弁を設置することが必要だと言えま

す。 

ただし、今回検討された緊急遮断弁の設置

は、津波によるタンクからの危険物流出を防

ぐ目的であることから、津波による配管の被

害のおそれのない場合又は緊急遮断弁によ

らずとも津波によるタンクからの危険物流

出を防ぐことができる場合等については、容

量が 1,000キロリットル以上のタンクであっ
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ても緊急遮断弁を設置する必要はありませ

ん。 

また、地震発生時に電源が喪失することも

予想されることから、緊急遮断弁の操作のた

めに予備動力源を持つとともに遠隔操作に

よって弁を閉止する機能を有することが必

要です。事業者においては地震発生後短時間

で津波が到達する場合にあっても、その前に

弁の閉止が可能となる信頼性の高いシステ

ムを構築するように努める必要があります。 

屋外タンク貯蔵所においても、他の危険物

施設同様、緊急停止措置等の対応に係る予防

規程等の明記は重要です。今回、既往の津波

波力算定式を利用した津波被害シミュレー

ションの有効性が確認されたことから、津波

の発生を念頭に置いた応急措置を予防規程

に明記する際には、津波被害シミュレーショ

ンを活用した被害想定を行った上で応急措

置の検討を行ってください。 

 

Ⅲ 石油コンビナート施設の被害状況の概要 

 

1 石油コンビナート等特別防災区域における主な

被害 

久慈地区では、津波により屋外タンク貯蔵所、

一般取扱所等が破損し石油約 8kℓをが流出、消火

用屋外給水施設や非常通報設備も破損し使用不能、

消防車の水没、オイルフェンス展張船等の船舶が

陸上に打ち上げられ破損する等の被害が生じてい

ます。 

仙台地区では、津波後に発生した火災により一

般取扱所、屋外タンク貯蔵所等が焼損、この火災

により隣接する高圧ガス施設が爆発する危険があ

ったため、付近住民の方に対して避難指示が出さ

れました。また、複数の特定事業所において、屋

外タンク貯蔵所の配管等が津波により破損し、事

務所敷地内に数千短の石油が流出しました。流出

油等防止堤、消火用屋外給水施設や非常通報設備

が破損し、一部のものは使用不能となり、消防車

の水損、オイルフェンス展張船等の船舶が破損す

る等の被害が生じています。 

鹿島地区では、津波及び地震により、屋外タン

ク貯蔵所や移送取扱所等に被害が発生し、可燃性

ガス施設から火災が発生しました。流出油等防止

堤の亀裂や陥没、消火用屋外給水施設の配管等に

被害が発生しました。 

京葉臨海中部地区では、高圧ガスタンクにおい

て火災が発生し、複数のガスタンクが炎上すると

ともに、ガスタンクが爆発し近隣の危険物製造所

等や指定可燃物施設へ延焼しました。液化石油ガ

スの貯蔵施設の火災は、出火から 10 日後に鎮火

しました。この火災及び爆発により、付近住民の

方に対して避難勧告が出されています。 

上記以外の石油コンビナート等特別防災区域に

おいても、浮き屋根式屋外タンク貯蔵所の浮き屋

根上への石油等の溢流や内部浮き蓋付屋外タンク

貯蔵所の浮き蓋の沈下等の被害が発生しています。 

 

2 特定防災施設等及び防災資機材等の被害状況 

震度 5 弱以上又は津波高さ 2m 以上(気象庁発

表)であった 15 の石油コンビナート等特別防災区

域内の 249 の特定事業所について、特定防災施設

等及び防災資機材等の被害状況について調査を実

施しました。 

(1)特定防災施設等及び構内通路の被害状況 

流出油等防止堤については 46 の設置事業所

中 10 事業所、消火用屋外給水施設については

179 の設置事業所中 33 事業所、非常通報設備

については 249 の設置事業所中 39 事業所、構

内通路については 248の設置事業所中 69事業

所において被害が発生しています。また、特定

防災施設等及び構内通路において被害が発生

した時に本来の機能を保持していて使用に支

障がなかったものか否かについて分析を行い

ました。(表 1 参照) 
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また、表 1 以外の被害として、非常通報設

備については、249 設置事業所中 68 事業所

において通信の輻韓が発生し、種別毎では直

通回線では 61 設置事業所中 3 事業所、NTT

回線では 235 設置事業所中 67 事業所で輻韓

が発生しましたが、無線は 171 設置事業所す

べてにおいて輻較はありませんでした(注:複

数の種別を設置している事業所を重複して

計上)。 

(2)防災資機材等の被害状況 

防災資機材等については消防車両が2事業

所(10 台)、オイルフェンス展張船等の船舶は

6 事業所(11 隻)、オイルフェンスは 16 事業 

 

所、その他の防災資機材は 6 事業所で被害が

発生しています。被害の原因は、オイルフェ

ンスを除きすべて津波による被害となって

います。オイルフェンスは、1 事業所におい

て地震による被害、15 事業所において津波に

よる被害となっています。 

 

3 自衛防災組織等の活動状況 

(1)大容量泡放射システム 

仙台地区の特定事業所において発生した

屋外タンク貯蔵所の浮き屋根の沈降疑いと

京葉臨海中部地区の特定事業所において発

生した高圧ガス施設の火災に対し、大容量泡
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放射システムが出動しています。これらの事

例においては、当該特定事業所への大容量泡

放射システムの運搬は行われましたが、設

置・使用は行われませんでした。システム運

搬にあたり、通信輻韓による運搬用車両の確

保に時間がかかった、交通障害等による運搬

時間がかかった等の事例がありました。 

(2)消防機関・自衛防災組織等の活動 

仙台地区の特定事業所で津波襲来後に発

生した火災では、通信回線の断線や輻韓のた

め特定事業所から消防機関への通報が困難

で、津波から避難した特定事業所の従業員と

の連絡が取れませんでした。消火にあたった

消防機関は、津波による路面の陥没や瓦礫に

よる通行障害により、出火直後は現場付近に

到着することはできませんでした。当初は小

型可搬ポンプを人力で搬送し、消火活動を行

い、自衛隊及び協定を結んでいた地元解体業

協会により障害物が除去された後に消防車

両による活動を行いました。 

(3) 石油コンビナート周辺住民の避難状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台地区の特定事業所で発生した危険物

施設等の火災において、高圧ガスタンクへ延

焼し爆発する危険があったため、発災場所か

ら 2 ㎞圏内(2 市 1 町)の住民の方へ市長及び

町長から避難指示が出されました。この避難

指示が出される前に津波のため、圏内のほと

んどの住民の方は既に避難していました。 

京葉臨海中部地区の特定事業所で発生し

た高圧ガスタンクの火災において、付近住民

の方へ爆発の影響の可能性があったため、隣

接する 1 地区(1 市)の住民の方へ市長から避 

難勧告が出されました。 

 

4 石油コンビナート施設等の地震・津波対策のあ

り方 

(1)石油コンビナート施設等の地震・津波対策 

に係る課題 

石油コンビナート施設等の被害等状況の

調査結果をもとに、特定防災施設等及び防災

資機材等、構内通路、自衛防災組織等、石油

コンビナートの付近住民の避難についての 
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地震・津波対策に係る課題の抽出を行いまし

た(表 2 参照)。特定防災施設等や防災資機材

等については、機能に支障が生じた被害を中

心に課題の抽出を行いました。 

 

 

 

 

(2)特定防災施設等及び防災資機材等の地震・ 

津波対策のあり方 

石油コンビナート等災害防止法によっ

て特定事業所に設置が義務付けられている

特定防災施設等及び防災資機材等(以下「施
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設・資機材等」という。)は、特定事業所内

の危険物施設、高圧ガス施設等で火災や漏

えい等の事故が発生した場合にその機能を

発揮することを求められています。 

地震や津波が発生した際に特定事業所内

の危険物施設等において事故が発生するこ

とを否定できないものであることから、施

設・資機材等の地震・津波対策については、

原則として危険物施設等において事故が発

生することを前提とすべきです。 

また、施設・資機材等の地震・津波対策に

ついては、起こりうるすべての地震及び津

波において被害を全く生じさせないことと

するのは現実的ではないことから、地震及

び津波の発生頻度に応じて地震及び津波対

策を定めることが適切であると考えます。

(表 3 参照) 

なお、地震及び津波に対する施設・資機材

等の機能の維持については、特定事業所に

おいて講じられている各種対策をもとに、

特定事業所ごとに評価することが適当であ

ると考えます。 

ア 地震対策のあり方 

発生頻度が高い地震に対しては、機能が

維持されることが必要です。ただし、応急措

置により直ちに機能を回復できるのであれ

ば、軽微な損傷の発生はさしつかえないと

考えます。対策例として消火用屋外給水施 

設の配管を環状化し、被害が発生しても縁 

切り等により被害の局限化を図る、非常通

報設備に非常電源設備を設置、土のうや配

管補修バンド等の応急措置用資機材の準備

や応急措置計画の策定等を示しています。 

また、甚大な被害をもたらす発生頻度が低

い地震に対しては、機能が維持されなくて

もやむを得ないこととすべきと考えますが、

地震後も継続して危険物等の貯蔵等が行わ

れることとなりますので、応急措置又は代

替措置により、`被害が発生する前と同程度

の機能を速やかに回復することができるよ

うに、計画を策定しておくことが必要と考

えます。対策例は消火用屋外給水施設の代

替として消防車両等を用いた方策の検討等

を示しています。 

イ 津波対策のあり方 

最大クラスの津波に比べ発生頻度は高く、

津波高は低いものの大きな被害をもたらす

津波(「頻度の高い津波」)に対しては、直ち

に復旧できるようにするために、施設・資機

材等の浸水対策を講ずるとともに、津波警

報等が解除され汚泥等の除去が行われ特定

事業所構内に入ることが可能となった後、

直ちに機能を回復できるようにするための

応急措置の準備をしておくことが必要です。

対策例として消火用屋外給水施設の加圧送

水設備の浸水対策、土のうや砕石等の応急 
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措置用資機材の準備や応急措置計画の策定

等を示しています。 

発生頻度は低いものの甚大な被害をもた

らす津波に対しては、津波襲来後も継続し

て危険物等の貯蔵等が行われることとなる

ことから、津波警報等が解除され、汚泥等の

除去が行われ事業所構内に入ることが可能

となった後、応急措置又は代替措置により、

速やかに被害が発生する前と同程度の機能

を回復することができるように計画を策定

しておくことが必要と考えます。対策例と

して可搬式の非常通報設備の設置と移動方

法の検討、防災資機材等の代替資機材等の

調達方法の検討等を示しています。 

(3)自衛防災組織等の活動等の対策 

大容量泡放射システムの運用については、

検討課題の対応策案の検討を行いましたが、

更に検討が必要な事項があるため、各課題に

ついて、地震発生後の運搬車両の確保や交通

障害に対処するための運搬経路の複数化等

の検討すべき事項を整理しました。 

自衛防災組織等の活動については、地震発

生時、津波警報発令時及び津波襲来後の活動

について他の防災組織等との連携等、津波襲

来時に自衛防災組織等が避難した際の消防 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機関との連絡体制等、石油コンビナート周辺

住民の避難については、避難対象区域の設定

方法、避難指示等の判断のための情報等の検

討すべき事項を整理しました。 

今後、これらの検討すべき事項を踏まえ、

検討を進めていく必要があります。 

 

 

Ⅴ おわりに 

 

大規模地震の切迫性が指摘されている中、危険

物施設等の防災対策に万全を期すためには、震災

の教訓や新たに得られた知見を生かしていくとと

もに、事故発生時における被害の拡大を防止する

ために多重防護の対策を講じておく必要がありま

す。 

本検討会において取りまとめられた危険物施設

及び石油コンビナート施設に対する地震・津波対

策が活用され、震災時における被害軽減の一助と

なることを期待するものです。 

 

なお、検討会の報告書は、消防庁ホームページに

掲載しております。 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2312/ 

231222_1houdou/02/index.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


